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リニア新幹線	 今までの動き	 と	 これから 
 
1．今までの動き 

 
(1) 認可、審査請求、訴訟、	 等 
① 国交省はリニア中央新幹線工事実施計画（その 1）を認可                   2014.10.17 
② リニア中央新幹線工事実施計画（その 1）認可取り消しを求める行政訴訟     2016.5.20 
③ 国交省はリニア中央新幹線工事実施計画（その 2）を認可                   2018.3.2 
④ JR東海は大深度地下使用の認可を国交省に申請                            2018.3.20 
⑤ リニア中央新幹線工事実施計画（その 2）認可取消しを求める不服審査請求   2018.5.29 
⑥ 国交省は JR東海に大深度地下使用を認可       	 	                       2018.10.17 
⇒	 大深度地下使用の認可により、法的に、全面的にリニア新幹線工事が 

可能となった。 
⑦ リニア中央新幹線工事実施計画（その 2）の認可取消しを求める行政訴訟     2019.3.13 

 
(2) 住民などの動き 
① 国交省の公聴会で奈須・懸樋さんが反対の意見公述                         2018.6.29 
② 奈須さん等が、国交省に出向面談	 要望文書を提出                         2018.7.18 
③	田園調布地区・洗足池地区で	 JR 東海に説明会開催を求める要望書（312 名が	

署名）を提出したが拒否の回答をされた。																																	2018.8		
④ 田園調布・洗足池住民などが国交省に出向・面談申し入れ                   2018.9.14 
・JR東海に、沿線住民に説明会を開催するよう指導していただきたい旨 
・JR東海が住民説明会を行い、住民が納得するまでは大深度地下使用の認可はしないこと 
・住民が説明に納得するまで大深度地下使用の認可はしないこと 
・シールドマシンで使う潤滑剤等薬品を報告すること 
⑤	田園調布・洗足池住民などが国交省に、大深度地下使用の認可を抗議         2018.11.6 
⑥ 大深度地下使用の認可の取り消しを求める審査請求書 730通を               2019.1.10～16 
国土交通大臣に提出 

 
2．これから 
ＪＲ東海・国の動きに対し、私たちは、要望・陳情、抗議、審査請求など、できることはすべて行いま

した。現在は、1月に提出した審査請求書を 
 

(1) 現在は国土交通省の審査を待っているが、同省の動きは遅く、今は提出された審査請求書のチェック
を行っている段階と聞かされている。 

 
(2) リニア新幹線同様の大深度地下トンネル工事を計画する外環道では、昨年 5月、世田谷の野川で致死
性酸欠空気の気泡を噴出させたにも拘わらず、現在は住宅地下でトンネル工事を行っており、その状

況は、外環道訴訟の竹内弁護士によれば、 
「住宅地の地価の掘進を開始した途端に、振動被害の訴えが続出している。シールドマシン真上だけ

でなく、家屋調査範囲外の野川の対岸からも震度 2 から 3 の揺れや、ドーン、ドーンといいう下か
ら響く音が 2時間以上続いたなど。 
これらの、振動被害は、睡眠障害などの精神的身体的苦痛や建物損傷を起こし、シールドマシン周

辺の地盤の緩みを助長させ、将来の陥没の原因となる空洞を誘発、拡大させる可能性がある」との

こと。 



 
(3) ＪＲ東海・品川工事事務所から昨年 8月に聞いた処では、 
「現在はシールドマシンの設計中。2020 年に品川の立坑からマシンを入れて掘進工事を始める」との
こと。 

 
(4) 私たちは	 どうするか～	 対案 
① 国土交通省の審査請求書の審理手続きは遅く、採決の時期は相当に遅くなると思われる。 
② 2020年にはＪＲ東海が大深度地下トンネルの掘進工事を始め、時間の経過とともに既成事実化が進
み、工事の中止が難しくなると思われる。 

③ リニア新幹線工事に抵抗し撤回を目指すとすれば、私たちが次になすべきことは、大深度地下使用
の認可の取り消しを求める訴訟の提起することになります。 

 
④ 対案 
イ) 工事の既成事実化を防ぐために、品川の立坑からの掘進工事が始めるまでに、（審査請求の完了

を待たず）、訴訟を提起する。 
ロ) 訴訟を可能にする態勢の整備に努め、訴訟費用の確保を検討する。 

このために、この田園調布の会について、会則を設け、しっかりとしたものにしたい。 
ハ) 訴訟に向けた準備を行う。 

ＪＲ東海の掘進工事が 2020年からにつき、本年内を目標に進める。 
 
ⅰ) 国土交通省の認可に係る違法行為の洗い出しをおこなう。 

A	 公共性の検証………定義、採算性（人口減少等データ他） 
B	 財産権の侵害………憲法、民法、大深度法とその政令・規則／大深度地下深さ 
C	 環境公害の可能性…武蔵野~洗足池 地下水流、地質調査と環境アセス対比 

⇒	 BCともに	 JR東海が実施したボウリング調査の検証が必要 
D	 安全性の検証	 工事中崩壊事故・酸欠空気出現、地下水流変化による地盤変化 
 
これらをについて、 
・大田区役所・東京都との連携・陳情 
・国土交通省に	 A	 （公開）質問 
・情報公開請求 
・・・等々と組み合わせられないか？ 

 
ⅱ) 東雪谷のリニア工事立坑に関与する…環境、工事振動	 など 
 
ⅲ) 洗足池の水位の観察	 	 工事開始後の地下水の異変に備える 
 

以上 


